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検討課題：外国法人等に対する法執行の実効性の確保について、令和２年改正法施行後
の状況等を踏まえ、どう考えるか。

 外国法人等に対する規律の実効性を強化（届出を行っていない者に対する法執行の強化を含む）
するため、登録・届出の際の国内代表者等の指定義務、電気通信事業法違反の場合の公表制度
等に係る規定等を整備した令和２年改正法の施行から３年が経過するが、当該規律の実効性の
確保について、同法の施行状況等を踏まえ、どう考えるか。

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第30号）の概要
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